
規

則 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と

し
、
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
五
号
中
「
公
益
信
託
」
の

下
に
「
（
旧
公
益
信
託
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
中
第
十
六

号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
八
条
第
十
八
号
中
「
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
（
県
立
長
瀞
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
、
県
立
小
川
げ
ん
き

プ
ラ
ザ
、
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
及
び
県
立
名
栗
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
を
除
く
。
）
」
を
「
県
立
大

滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
中
「
、
県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
を
削
る
。 

 

第
十
六
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

四 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
う
事
務
（
市
町
村
立
幼

稚
園
及
び
県
立
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
を
置
く
も
の
に
限
る
。
）
の
職
員
等
に
よ
る
入
園

児
虐
待
に
係
る
通
告
等
を
受
け
た
場
合
の
所
管
行
政
庁
と
し
て
の
事
務
に
限
る
。
）
に
関
す

る
こ
と
。 

 

第
二
十
五
条
第
六
項
の
表
高
校
教
育
指
導
課
、
保
健
体
育
課
、
義
務
教
育
指
導
課
及
び
生
徒
指

導
課
の
項
中
「
高
校
教
育
指
導
課
」
の
下
に
「
、
特
別
支
援
教
育
課
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
中
第
五
号
を
第
六

号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 
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